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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼鏡の耳掛けつる部に嵌合され、眼鏡着用者の頸部近傍の後頭部に掛け渡される眼鏡保
持具であって、
　前記耳掛けつる部の端部が圧入される一対の弾性筒状部と、
　基端が前記弾性筒状部に固着された一対のワイヤ部材と、
　前記ワイヤ部材の先端に固着された一対の駒部材と、を有し、
　一方の前記駒部材が固着された一方の前記ワイヤ部材は、他方の前記駒部材に所定の摩
擦力をもってスライド可能に、かつ真直状態に嵌挿され、
　前記他方の前記駒部材が固着された他方の前記ワイヤ部材は、前記一方の前記駒部材に
所定の摩擦力をもってスライド可能に、かつ真直状態に嵌挿されており、
　前記駒部材は前記ワイヤ部材の伸長方向に沿って２体の分割形態に形成されており、か
つ前記駒部材の分割面に前記ワイヤ部材を嵌挿する真直な弾性合成樹脂製チューブ部材が
保持され、前記分割面には前記ワイヤ部材を嵌挿する真直な凹溝および該凹溝と同心に整
合して前記弾性合成樹脂製チューブ部材を嵌挿する大径凹溝が形成されており、分割され
た前記駒部材の半体どおしを前記分割面で接合することで前記合成樹脂製チューブ部材が
前記駒部材の内部に埋設され、前記駒部材に対する前記ワイヤ部材の摺動摩擦力は、前記
駒部材に埋設された前記合成樹脂製チューブ部材によってもたらされることを特徴とする
眼鏡保持具。
【請求項２】
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　前記駒部材に固着される前記ワイヤ部材の先端に玉部材が抜出し不能に装着され、前記
駒部材の各分割面に前記玉部材を収容する凹部が形成され、分割された前記駒部材の半体
どおしを前記分割面で接合することで前記ワイヤ部材の先端が前記駒部材に埋設固着され
ることを特徴とする請求項１に記載した眼鏡保持具。
【請求項３】
　前記ワイヤ部材は樹脂被覆されたステンレス製ワイヤ部材であり、前記ワイヤ部材に対
して摺動する一対の前記駒部材を互いに離間する方向に１００ｍｍ／ｍｉｎ．の速度で引
張ったときの引張力が２．０Ｎ～３．５Ｎとなるように前記ワイヤ部材と前記弾性合成樹
脂製チューブ部材との関係が設定されていることを特徴とする請求項１または２に記載し
た眼鏡保持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼鏡が顔面からずれ落ちないように眼鏡を眼鏡着用者の頭部に保持するのに
有用な眼鏡保持具に関する。本発明はまた、眼鏡を顔面に着用状態に保持するほかにも、
眼鏡を眼鏡使用者の頸部からあご下～胸元に吊持する場合にも使用される眼鏡保持具に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に眼鏡フレームは一対のレンズの外端から耳側へ向ってのびる硬質の細枠部材を備
え、この細枠部材の先端部分が眼鏡着用者の耳の付根に沿って折曲ないしわん曲し、この
部分を頭部と耳の根元部との間に挟み込んで眼鏡を保持する。ここでは前記細枠部材を眼
鏡の「耳掛けつる部」と称することとするが、この耳掛けつる部の先端（後端）は単に耳
の付根裏側に挟み込むだけであるため、着用状態で頭部を激しく動かしたりすると、眼鏡
がずれたり、場合によっては外れ落ちたりすることがある。特に、激しい運動をするスポ
ーツ選手等では運動中に眼鏡がずれないように気を使わなければならず、万一外れ落ちた
りすると危険な事故となる。
【０００３】
　このような事故をなくすために従来から眼鏡の一対の耳掛けつる部を眼鏡着用者の頭部
背側できつく連結し、眼鏡のずれ落ちを防止するようにした眼鏡固定具が提案されている
。
　一方、人によっては必要な時のみ眼鏡を着用し、不要な時には眼鏡を外して卓上に置い
たり、しまい込んだりすることがあり、外した眼鏡を置き忘れるなど紛失してしまうこと
がある。これを防止するため、眼鏡のつる部に長い紐状の部材を取り付け、この紐を頸の
背側へ掛け渡し、外した眼鏡をこの紐部材によって顎の下側～胸元へ垂下させておくよう
にしたものも実際に存在している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３１９９２５７号公報
【特許文献２】特開２０１４－８１４６０号公報
【特許文献３】特開２０１３－２０１０２号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１７４８２５号公報
【特許文献５】実用新案登録第３０１９７０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に係る眼鏡保持具は、眼鏡の両側の耳掛けつる部を一対のワイヤ部材で連結
し、この一対のワイヤ部材および駒部材から成るワイヤ構造部の長さを手動で変え得るよ
うにしたものである。軽量で眼鏡着用者の後頭部～頸部に掛け渡すワイヤ構造部の長さ調
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整も容易であり、頭部の激しい動きに対して眼鏡のずれや脱落を防止できる上で有用であ
るが、ワイヤ部材を手動で長さ調整する場合のワイヤ部材と駒部材との間に生じる摩擦力
を最適にするための摩擦力付与手段の点で問題があった。また、眼鏡の耳掛けつる部の端
部を圧入する眼鏡保持具の両端の弾性筒状部も種々の形状、大きさの耳掛けつる部に対応
できるようにする構造については改善の余地があり、また前記耳掛けつる部の圧入が容易
で、確実に耳掛けつる部を保持できるようにする点でも若干改善の余地があった。
【０００６】
　特許文献２に記載の眼鏡固定具は、頭部背側に接当する帯状固定部材が偏平巾広の部材
であって、その両端部を眼鏡本体部から左右にのびた偏平なテンプル部に連結する構造の
ため、市販の種々な形態の眼鏡にそのまま適用することはできない。また、この構造の固
定具は長さの調節が有段、例えば３段階の長さ調整であり、子供から大人まであらゆる人
に適用できるように無段階に細かく調節できるようにはなっていない。
【０００７】
　特許文献３の眼鏡保持用治具は、鼻パッドの無い眼鏡を頭部の背面で眼鏡の両端のテン
プル部をつなぐようにしたものであり、スポーツ用など激しい運動や振動の際にずれ落ち
るおそれがある。
【０００８】
　特許文献４に記載の眼鏡および眼鏡セットは、眼鏡の前面側に偏った重量の過半量を頭
部背側へかかるように重量配分して眼鏡が顔の前面下方へずれ下がるのを防止した構造で
あり、耳掛けフレーム即ち耳掛けつる部に連結される頭部背側の伸長部材を長さ調整して
頭部に締め付けるという構造ではない。
【０００９】
　さらに特許文献５の眼鏡保持紐は編み紐の伸縮性を利用して頭部背頸部に締め付けるも
のであり、紐自体に長さ調整機能を付加したものではなく、長期使用によって紐自体が劣
化するおそれがある。なお、特許文献２～４のものは、いずれも眼鏡の頭部への固定のみ
を目的としたものであり、眼鏡の紛失や置き忘れ防止のための眼鏡吊下げの機能は有して
いない。
【００１０】
　本発明は、軽量で頭部に装着した際の違和感がなく、激しい運動や衝撃、振動等によっ
ても眼鏡を確実に頭部に保持、固定できる眼鏡保持具を提供することを目的とする。
【００１１】
　本発明はまた、眼鏡着用者の後頭部に掛け渡されるワイヤ部材の長さ調整に際して、適
切な摩擦力を有してワイヤ部材をスライドさせて長さの調節ができ、着用者の頭部のサイ
ズや形状に簡単に合せることができ、さらに各種仕様、形状の市販の眼鏡にも適用できる
眼鏡保持具を提供することを目的とする。
【００１２】
　本発明はまた、前記ワイヤ部材に対して最適な摺動摩擦力を容易に付与することができ
、煩雑な摩擦力調整作業を経ることなく容易に製造できる眼鏡保持具を提供することを目
的とする。
【００１３】
　本発明はさらに、眼鏡を顔面に固定するだけでなく、必要に応じて眼鏡を着用者の顎の
下方や胸元に頸から吊り下げておくことができ、これによって眼鏡の置き忘れや紛失の防
止に役立つ眼鏡保持具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、眼鏡の耳掛けつる部に嵌合され、眼鏡着用者の頸部近傍の後頭部に掛
け渡される眼鏡保持具であって、前記耳掛けつる部の端部が圧入される一対の弾性筒状部
と、基端が前記弾性筒状部に固着された一対のワイヤ部材と、前記ワイヤ部材の先端に固
着された一対の駒部材と、を有し、一方の前記駒部材が固着された一方の前記ワイヤ部材
は、他方の前記駒部材に所定の摩擦力をもってスライド可能に、かつ真直状態に嵌挿され
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、前記他方の前記駒部材が固着された他方の前記ワイヤ部材は、前記一方の前記駒部材に
所定の摩擦力をもってスライド可能に、かつ真直状態に嵌挿されており、前記駒部材は前
記ワイヤ部材の伸長方向に沿って２体の分割形態に形成されており、かつ前記駒部材の分
割面に前記ワイヤ部材を嵌挿する真直な弾性合成樹脂製チューブ部材が保持され、前記分
割面には前記ワイヤ部材を嵌挿する真直な凹溝および該凹溝と同心に整合して前記弾性合
成樹脂製チューブ部材を嵌挿する大径凹溝が形成されており、分割された前記駒部材の半
体どおしを前記分割面で接合することで前記合成樹脂製チューブ部材が前記駒部材の内部
に埋設され、前記駒部材に対する前記ワイヤ部材の摺動摩擦力は、前記駒部材に埋設され
た前記合成樹脂製チューブ部材によってもたらされることを特徴とする眼鏡保持具が提供
される。
【００１５】
　本発明の１つの形態によれば、前記駒部材に固着される前記ワイヤ部材の先端に玉部材
が抜出し不能に装着され、前記駒部材の各分割面に前記玉部材を収容する凹部が形成され
、分割された前記駒部材の半体どおしを前記分割面で接合固着することで前記ワイヤ部材
の先端が前記駒部材に埋設固着されることを特徴とする眼鏡保持具が提供される。
【００１６】
　本発明の他の形態によれば、前記ワイヤ部材の外径と前記チューブ部材の内径がほぼ同
等であることを特徴とする眼鏡保持具が提供される。
【００１７】
　本発明の他の形態によば、前記合成樹脂製チューブ部材はシリコンゴム製チューブ部材
であり、前記ワイヤ部材をステンレス製ワイヤ部材とした眼鏡保持具が提供される。
【００１８】
　本発明のさらに他の形態によれば、前記弾性筒状部は、眼鏡の耳掛けつる部が挿入され
る端部が小径中心孔をもつ中実状部となっており、かつ該小径中心孔から放射状に所定長
さでのびる複数本の切込み部が形成され、前記小径中心孔に続いて大径中空部が形成され
、さらに前記大径中空部に続いて筒状部他端側に前記ワイヤ部材の前記基端が挿入固着さ
れる小径孔が形成されていることをことを特徴とする眼鏡保持具が提供される。
【００１９】
　本発明のさらに他の形態によれば、前記ワイヤ部材は樹脂被覆されたステンレス製ワイ
ヤ部材であり、前記ワイヤ部材に対して摺動する一対の前記駒部材を互いに離間する方向
に１００ｍｍ／ｍｉｎ．の速度で引張ったときの引張力が２．０Ｎ～３．５Ｎとなるよう
に前記ワイヤ部材と前記弾性合成樹脂製チューブ部材との関係が設定された眼鏡保持具が
提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る眼鏡保持具によれば、軽量でかつ簡単に既存の眼鏡に装着でき、スポーツ
運動時など強い振動や衝撃が頭部に作用しても眼鏡のずれや脱落を防止できる。また、ワ
イヤ部材に対して適切な摩擦力を有して全体の長さ調整が簡単にでき、着用者の頭部に合
せた装着ができる。
【００２１】
　さらに本発明に係る眼鏡保持具は、眼鏡の固定だけでなく、眼鏡の非使用時にも眼鏡を
使用者の顎下や胸元に吊り下げておくことができ、例えば卓上に置いた眼鏡の置き忘れや
紛失を防止できる。
【００２２】
　この種の眼鏡保持具においては、頭部背側に掛け渡すワイヤ部材を適切な摩擦力をもっ
て長さ調整できることが必要であり、この摩擦力が弱すぎるとワイヤ部材が頭部からずれ
下がり、強すぎると長さの調整がスムーズにできなくなるが、本発明においてはワイヤ部
材と駒部材との間に設けられた摩擦力付与手段により、常に適切な摩擦力が容易に得られ
る。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】本発明の実施例１に係る眼鏡保持具を一部裁断した状態で示した平面図である。
【図２】図１の状態から眼鏡保持具の長さを調節して全体の長さを長くした場合の一部裁
断平面図である。
【図３】本発明の実施例１に係る眼鏡保持具において片側の弾性筒状部と片側の駒部材を
互いに離れる方向へ引離し操作したときの状態を示した平面図である。
【図４】本発明の実施例１に係る眼鏡保持具における弾性筒状部とワイヤ部材の係合状態
を示した拡大断面図である。
【図５】本発明の実施例に係る駒部材の分割された一方の半体を示す拡大図であって、同
図（ａ）は前記半体の分割面を示す平面図、同図（ｂ）は同図（ａ）のＡ－Ａ線断面図で
ある。
【図６】本発明の実施例に係る駒部材の分割された他方の半体とワイヤ部材との係合状態
を示す拡大図であって、同図（ａ）は前記半体の分割面における平面図、同図（ｂ）は同
図（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【図７】本発明の実施例に係る眼鏡保持具を眼鏡着用者の頸部近傍の後頭部に掛け渡して
眼鏡を固定したときの状態を示す図である。
【図８】本発明の実施例２に係る眼鏡保持具の弾性筒状部の一部分裁断した概略的な斜視
図である。
【図９】図８に示す実施例２の弾性筒状部の外端面を示す端面図である。
【図１０】図９のＣ－Ｃ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に、本発明を、図面を参照しつつ、各種の実施例について説明する。
　（実施例１）
　図１～図３に示す実施例１の眼鏡保持具は、全体としては眼鏡の耳掛けつる部に嵌合さ
れる一対の弾性筒状部２，３を細紐状の構造部材で連結した構成、この実施例では一対の
ワイヤ部材４，５と一対の駒部材８，９とで構成されるワイヤ構造体で連結した構成を有
している。前記ワイヤ部材は曲げに対して或る程度の可撓性を有するが、各々のワイヤ部
材自体は長さが伸縮するものではない。ワイヤ部材は金属製あるいは合成樹脂製の線材で
構成される。図示の実施例１では複数本のステンレス製の細線を撚り合せたステンレス線
材の外周に樹脂被覆、たとえばＰＶＣ被覆が施され、かつ、細線の撚り合せにより全長に
わたって表面が僅かに螺旋状あるいは極小の連続凹凸形状を呈するように構成されている
。
【００２５】
　実施例１に係る一対の弾性筒状部２，３は全体がシリコンゴム等の弾性材で形成され、
軸方向外端１１へ向って開口した大径の中空部１５と、この中空部に連接して前記外端と
反対側の端部に開通する小径孔６とを有している。外端１１の開口部から大径中空部１５
に眼鏡の耳掛けつる部（図示せず）の端部が圧入され、小径孔６にはワイヤ部材４の端部
（基端）が抜出し不能に挿入されている。具体的には、図４の拡大断面図に示すように、
弾性筒状部２の小径孔６に挿入されるワイヤ部材４の端部に金属小片等から成るストッパ
部材１２がカシメ固定され、このストッパ部材１２に接当して前記小径孔６よりも大径の
有孔丸玉部材１３がワイヤ部材４に嵌合されている。ストッパ部材１２は丸玉部材１３の
抜止めの機能を果たすものである。弾性筒状部２の外端開口部から該筒状部の小径孔６に
挿入されたワイヤ部材４は、ワイヤ部材端部の丸玉部材１３が筒状部２内部の大径中空部
１５と小径孔６との間の段差部１５ａに係合することにより、弾性筒状部２の小径孔から
のワイヤ部材４の抜出しが阻止される。
【００２６】
　再び図１、図２を参照すれば、一対のワイヤ部材４，５に関して、一方の弾性筒状部２
から伸長した一方のワイヤ部材４の先端には硬質ゴムあるいは硬質樹脂製の偏平な駒部材
８が固着されている。同様に他方の弾性筒状部３から伸長した他方のワイヤ部材５の先端
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に同様の材質から成る偏平な駒部材９が固着されている。そして前記一方のワイヤ部材４
は前記他方のワイヤ部材５の先端に固着された駒部材９の内部を所定の摩擦力を有してス
ライド可能に貫通している。前記他方のワイヤ部５も同様に前記一方のワイヤ部４の先端
に固着された駒部材８を所定の摩擦力を有してスライド可能に貫通している。
【００２７】
　このような全体構成において、両端の弾性筒状部２，３を両手でつまんで外方へ向けて
左右（図２の矢印Ｌ方向）に引張ることにより、ワイヤ部材先端に固着された駒部材８，
９はそれぞれ他方のワイヤ部材５，４に対して摺動し、全体の長さが長くなる。（ワイヤ
軸線方向の一対の駒部材８，９どおしの間隔は小となる、図２）。また、この状態から両
側の駒部材８，９を両手でつまんで外方へ向けて左右（図１の矢印Ｓ方向）に引張ること
により、ワイヤ部材４，５の先端に固着された駒部材８，９は、それぞれ嵌挿されている
他方のワイヤ部材５，４上をすべって弾性筒状部３，２側へ移動し、全体の長さが短くな
る（図１）。ここで各ワイヤ部材４，５上をスライドする駒部材９，８は該ワイヤ部材に
対して適切な摩擦力をもってスライドする必要があるが、この摩擦力付与構造については
さらに後述する。
【００２８】
　図７は本発明に係る眼鏡保持具１を用いて眼鏡１０を眼鏡着用者の頸部近傍の後頭部の
部分で固定した状態を示した図である。眼鏡１０の耳掛けつる部２６の先端を眼鏡保持具
１の弾性筒状部２，３の穴１５（図１，図２）に深く嵌挿ないし圧入し、眼鏡１０を掛け
た状態で、両弾性筒状部２，３間のワイヤ部材４，５を背側の頸部～後頭部２７へ掛け渡
すとともに、前述した方法でワイヤ部材４，５の長さを調節してワイヤ部材４，５を緊密
に背側頭部（後頭部）に接当させることにより、眼鏡１０は着用者の頭部２８～顔面に固
定され、激しい動きによる振動や衝撃に対しても眼鏡がずれたり、外れ落ちたりするのが
防止される。
【００２９】
　眼鏡１０を頭部２８から外すときは、駒部材および弾性筒状部を操作して眼鏡保持具１
の全長を長くして頭部２８に対する固定を解き、頭部２８から眼鏡１０を取り外す。ここ
で、眼鏡保持具１の両側の弾性筒状部に眼鏡の耳掛けつる部２６の端部が嵌挿され、かつ
眼鏡保持具が眼鏡着用者の後頭部に緊密に掛け渡された状態では、両側の弾性筒状部２，
３を同時に外方へ引張ることは事実上難しいが、その場合にはまず片側の弾性筒状部３と
これに隣接した側の駒部材８を両者が離間するように互いに逆方向（図３矢印Ｐ）に引張
ることにより、図３に示すように片側のワイヤ部材４が大きく撓み、次に反対側の弾性筒
状部２とこれに隣接した側の駒部材９を同様に両者が離れるように引張ることにより、全
体の長さが長くなり、着用している眼鏡を顔面から取り外すことができる。
【００３０】
　次に、駒部材を貫通するワイヤ部材の駒部材に対する摩擦力付与手段について図５およ
び図６を参照して説明する。樹脂成形加工等で製作される駒部材は、貫通するワイヤ部材
の伸長方向に沿って、かつ一対のワイヤ部材を含む平面上で２体に分割されて成形される
。分割された駒部材半体１６はその各分割面１６ａに一方のワイヤ部材を挿通させるため
の貫通溝１７と、他方のワイヤ部材の端部を抜出し不能に収容するための窪み部１８とが
形成されている。ワイヤ部材が挿通する貫通溝１７の中央部分は横断面半円形の大形凹溝
１９が形成されており、図６に示すように、この凹溝１９に弾性樹脂材のチューブ部材２
０が収容されている。チューブ部材２０にはワイヤ部材４が所要の摩擦力をもってスライ
ド可能に嵌挿されている。駒部材９がワイヤ部材４に沿ってスライドするときの、ワイヤ
部材４に対する駒部材９の摺動摩擦力はこの弾性樹脂材のチューブ部材２０によってもた
らされる。他方のワイヤ部材５および他方の駒部材８についても同様である。なお、図６
では駒部材１６の分割面１６ａにワイヤ部材４を嵌挿したチューブ部材２０を収容した状
態と、ワイヤ部材５の端部５ａを抜出し不能に収容したときの状態を示している。
【００３１】
　２つの駒部材半体どおしをその分割面で互いに接合したとき、両半体の貫通溝１７が向
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き合ってその中を前記ワイヤ部材が挿通する挿通孔となり、また窪み部１８も互いに向き
合わされて閉鎖窪み孔となる。
 
 
【００３２】
　駒部材とワイヤ部材との間の摩擦力を適切にする手段として、弾性樹脂材のチューブ部
材２０をシリコンゴム製チューブ部材とし、ワイヤ部材４をステンレス製ワイヤとしたと
き、前記チューブ部材２０の内径とワイヤ部材４の外径は略同等とされる。あるいは極く
若干チューブ部材２０の内径の方がワイヤ部材４外径よりも小さくなるように形成される
。具体的には、一例として樹脂被覆を含むワイヤ部材４の太さ（外径）を１．３ｍｍとし
たとき、前記チューブ部材２０の内径はほぼ１．３ｍｍとされる（あるいは若干チューブ
部材の内径を小さめにする）。この内外径の関係により、両者間に適切な摩擦力が生起さ
れ、眼鏡の耳掛けつる部を眼鏡保持具の弾性筒状部に圧入して眼鏡着用者の後頭部にワイ
ヤ部材を掛け渡したとき、駒部材に対してワイヤ部材が緩むことなく眼鏡を確実に着用者
の顔面～頭部に保持できる。なお、このワイヤ部材とチューブ部材との摺動摩擦力の発生
については、両部材の外径、内径以外にも種々の要素が関係しており、これについてはさ
らに後述する。
【００３３】
　前記ワイヤ部材と前記チューブ部材との間の摺動摩擦力は、眼鏡保持具の実際の使用状
況において極めて重要な要素であり、これが緩すぎると、一対のワイヤ部材が使用中に伸
び出して眼鏡保持具が使用者の頭部から外れてしまう。逆に、前記摩擦力が強すぎると、
手動操作による前記ワイヤ部材の長さ調整が困難となる。
　ここで、前記駒部材と樹脂被覆したステンレス製ワイヤ部材との間の摺動摩擦力が最適
と思われる眼鏡保持具を複数個選び、それぞれについて両部材（駒部材とワイヤ部材）間
の具体的な摩擦力を検査した例を示すと、以下のとりである。　
【００３４】
　検査はまず、前記ワイヤ部材と係合している一対の駒部材の間隔を接近状態にして一対
の前記駒部材を治具で掴み固定し、定速伸長形引張試験機を用いて両駒部材を１００ｍｍ
／ｍｉｎ．の速度で引張り（眼鏡保持具の全長が長くなる方向）、前記ワイヤ部材に対し
て前記駒部材が動き始める際の値（引張り力）を測定した。その結果、好ましい摩擦力と
判断したサンプルＡでは、引張力２．９Ｎ（ニュートン）でワイヤ部材に対して駒部材が
動き始め、かつ移動中もほぼ同じ値を示した。好ましい摩擦力と判断した他のサンプルＢ
では、引張力２．４Ｎで駒部材が動き始め、かつ移動中も同じ値であった。
【００３５】
　摩擦力が適切であるとした複数の他のサンプルについても同様の試験を行った結果、本
発明の眼鏡保持具では引張り強度２．０Ｎ～３．５Ｎ、より好ましくは、２．２Ｎ～３．
０Ｎとなるようにワイヤ部材と弾性樹脂材のチューブ部材との関係を設定すればワイヤ部
材に対する良好な駒部材の摩擦移動が得られることが判明した。なお、このような関係を
もたらすには、必ずしも両部材の外径、内径だけでなく、ワイヤ部材の被覆材、被覆形態
などにも関係する。
【００３６】
　より具体的に例示すると、上記検査に供されたサンプルにおいては、ステンレス製ワイ
ヤ部材（ＳＵＳ３０４）の実外径が１．００ｍｍ～１．０１ｍｍ、樹脂被覆後の実外径が
１．２９ｍｍ～１．３０ｍｍである。また、被覆形態としては１２ナイロン黒艶消しコー
ティングのワイヤ部材である。弾性樹脂材のチューブ部材はシリコンゴム製チューブであ
る。ワイヤ部材の表面被覆形態としては上記のほかに、微細螺旋模様被覆、梨地粗面被覆
、光沢被覆その他種々の形態があり、それぞれ特有の摩擦力を示すが、いずれにしてもワ
イヤ部材に対する駒部材の引張り移動力（引張力）を上記の範囲に設定することで両部材
間の良好な摺動性が得られた。
【００３７】



(8) JP 6970607 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

　実際上は、この引張力に最も大きく関係するのが前記ワイヤ部材の外径と弾性樹脂材製
チューブ部材（シリコンゴム製チューブ）の内径との関係であり、本発明では、前記ワイ
ヤ部材は樹脂被覆されたステンレス製ワイヤ部材であり、前記ワイヤ部材に対して摺動す
る一対の前記駒部材を互いに離間する方向に１００ｍｍ／ｍｉｎ．の速度で引張ったとき
の引張力が２．０Ｎ～３．５Ｎとなるように前記ワイヤ部材の外径と前記弾性樹脂材製チ
ューブ部材の内径が設定されている。
【００３８】
　一方の駒部材半体１６の分割面１６ａには、図５に示すように、複数個の小突起２３が
形成され、他方の駒部材半体１６の分割面１６ａには、図６に示すように、前記小突起２
３と嵌合する複数個の小穴２５が形成されている。分割された一対の駒部材半体１６，１
６の分割面の形態はこれらの小突起２３および小穴２５の部分以外は互いに同形に形成さ
れ、小突起２３と小穴２５が嵌合するように駒部材半体１６，１６どおしを分割面で接合
することにより、弾性樹脂材のチューブ部材２０は駒部材９の内部に埋設される。他方の
駒部材８についても同様である。
【００３９】
　駒部材９に固着されるワイヤ部材５の端部には金属小片等のストッパ部材２１がカシメ
固定され、このストッパ部材２１に接当して丸玉部材２２がワイヤ部材５に装着され、こ
のストッパ部材２１と丸玉部材２２が駒部材半体１６の分割面の窪み部１８に収容され、
かつ駒部材半体１６，１６どおしを分割面で接合することにより、ワイヤ部材５の端部が
抜出し不能に駒部材９に固着される。同時に、シリコンゴム製チューブ部材２０も駒部材
内部に封入され、駒部材９を貫通するワイヤ部材４は駒部材９の内部でチューブ部材２０
と嵌合している。なお、分割面の接合には例えば接着剤を介して接合してもよい。ワイヤ
部材にカシメ固定されるストッパ部材２１はワイヤ部材からの丸玉部材２２の抜出しを阻
止するためのものである。
　（実施例２）
【００４０】
　次に、本発明に係る眼鏡保持具における弾性筒状部の他の実施例について説明する。既
述したように、眼鏡の耳掛けつる部の端部が弾性筒状部の端部に開口した中空部に圧入さ
れて眼鏡保持具に保持されるが、眼鏡の耳掛けつる部は眼鏡によって種々の形状、太さの
ものがあり、弾性筒状部の端部中空部は必ずしもすべての形状、太さの耳掛けつる部に対
応し得るとは限らない。弾性筒状部の端部開口～中空部を大径とすると、耳掛けつる部の
挿入は容易であるものの、充分な圧入形態とならず、耳掛けつる部がすぐ抜け出てしまう
。逆に、弾性筒状部の端部開口および内部の中空部を小径とすると、耳掛けつる部によっ
ては筒状部への圧入が難しくなる。そこで本発明の実施例２による弾性筒状部は、耳掛け
つる部が挿入される筒状部端部を中実状に形成し、この中実状部分で耳掛けつる部を弾性
的に保持する構造としている。
【００４１】
　図８～図１０を参照すれば、実施例２の弾性筒状部３０は筒状部外端側の前記中実状部
分３１と反対側の端部に図１で説明したようなワイヤ部材が挿入される小径孔６が形成さ
れ、この小径孔６に続いて大径中空部３３が形成され、さらにこの大径中空部３３に続い
て、耳掛けつる部が挿入される側の中実状部分３１に前記小径孔６よりやや径の大きい小
径中心孔３５が形成されている。中実状部分３１の小径中心孔３５から放射状に複数本の
切り溝３６が、この実施例２では８本の切り溝３６が半径方向に所定長さで形成されてい
る。図１０に明示するように切り溝３６は中実状部分３１の長さ方向（軸線方向）全域に
延在している。
【００４２】
　実施例２の弾性筒状部で各部の具体的な寸法関係を例示すれば、全長４～５ｃｍ、外径
約１ｃｍの弾性筒状部３０に対し、中実状部分３１の長さＬは概ね２ｃｍ、中実状部分３
１の小径中心孔３５の内径は概ね２．５ｍｍ、中心から放射状に延びる切り溝３６の半径
方向長さＲは概ね２ｍｍである。なお、放射状の切り溝３６の本数は６～８本である。小
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【００４３】
　実施例２に係る弾性筒状部３０においては、眼鏡の耳掛けつる部の端部形状や太さに相
違があっても筒状部の中実状部分３１に複数本の切り溝３６があるため、この切り溝を押
し拡げつつ耳掛けつる部の端部を中実状部分３１の小径中心孔３５から筒状部の奥方の大
径中空部３３へ挿入することができ、この挿入状態で耳掛けつる部の柄部が中実状部分に
弾性的に締め付けられ、弾性筒状部３０が眼鏡の耳掛けつる部に確実に保持される。この
構造により、より多くの仕様、形状の耳掛けつる部の端部を適切な挿入圧をもって弾性筒
状部３０へ挿入でき、耳掛けつる部と弾性筒状部３０の確実な連結が可能となる。
【００４４】
　以上は眼鏡を頭部に固定する場合であるが、本発明に係る眼鏡保持具１は眼鏡の置き忘
れ防止、あるいは紛失防止用としても使用可能である。この場合は、眼鏡の耳掛けつる部
に保持具１の弾性筒状部２，３を嵌挿させた状態で一対の弾性筒状部を外方へ引張ること
により、一対のワイヤ部材を互いに外方へ変位させ、これによって弾性筒状部間の距離を
最大とし、ワイヤ部材４，５を頭部の背側あるいは頸部に掛け渡し、眼鏡本体部を着用者
の顎部の下方、胸元へ垂下させることにより、眼鏡の非使用時に眼鏡を着用者に対して保
持状態にすることができ、これによって眼鏡の置き忘れや紛失を防止できる。
【００４５】
　以上説明したように本発明に係る眼鏡保持具の弾性筒状部は、変形可能なゴム様の弾性
体で形成されているので、市販の眼鏡の耳掛けつる部の形状が多少異なるものに対しても
充分な固着力をもって耳掛けつる部を弾性筒状部に嵌合させることができる。眼鏡の耳掛
けつる部は、ほぼ平行に離間した２本のワイヤ構造体で頭部背側の頸部に拘束されるので
、衝撃や振動を受けても眼鏡がずれたり、外れ落ちたりすることはない。眼鏡保持具の各
部は特別大きな重量をもつ部材ではなく、全体として極めて軽量であり、装着していると
きの違和感もなく、また全体として細いワイヤ部材で頭部下側を固定する構造のため、外
部に目立つことはない。因みに樹脂被覆したワイヤ部材の線径は１．３ｍｍ程度であり、
特別目立つものではなく、取付け、取外しの操作も簡単であり、全体の長さ調整も容易で
ある。
【符号の説明】
【００４６】
　１　眼鏡保持具
　２，３　弾性筒状部
　４，５　ワイヤ部材
　８，９　駒部材
　１２，２１　ストッパ部材
　１３，２２　丸玉部材
　１６　駒部材半体
　１７　貫通溝
　１８　窪み部
　１９　半円形凹溝
　２０　チューブ部材
　２３　小突起
　２５　小穴
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